
第

二

千

二

十

八

号

平

成

二

十

一

年

三

月

三

日

(

火
曜
日)

目

次

告

示

○
土
地
収
用
法
に
基
づ
く
事
業
の
認
定

(

用

地

課)

一
三
五
ペ
ー
ジ

○
道
路
の
供
用
開
始

(

道
路
維
持
課)

一
三
六

○
岐
阜
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
変
更
認
可

(

下

水

道

課)

一
三
六

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)

一
三
七

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

(

農
地
計
画
課)

一
三
七

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

(
同

)

一
三
八

○
平
成
二
十
一
年
二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
の
実
施

(
建
築
指
導
課)

一
三
八

告

示

岐
阜
県
告
示
第
百
二
十
一
号

土
地
収
用
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
二
十
条
の
規
定

に
よ
り
事
業
の
認
定
を
し
た
の
で
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

起
業
者
の
名
称

郡
上
市

二

事
業
の
種
類

曽
部
地
川
ポ
ケ
ッ
ト
パ
ー
ク
整
備
事
業(

以
下｢

本
件
事
業｣

と
い
う
。)

三

起
業
地

１

収
用
の
部
分

岐
阜
県
郡
上
市
白
鳥
町
為
真
字
山
本
地
内

２

使
用
の
部
分

な
し

四

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

１

法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
は
、
法
第
三
条
第
三
十
二
号
に
該
当
す
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
一
号
に
規
定
す
る

要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

２

法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
の
起
業
者
で
あ
る
郡
上
市
は
、
既
に
財
源
措
置
を
講
じ
て
お
り
、
本
件
事
業
を
遂
行

す
る
充
分
な
意
思
と
能
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
法
第
二
十
条
第
二
号
に
規
定
す
る
要
件
を
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毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
一
年
三
月
三
日



県
道

道
路
の
種
類

藤

橋

池

田
線

路
線
名

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
小
島
字
塔
寺
海

道
五
四
六
番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
同

五
五
四
番
五
地
先
ま
で

区

間���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

充
足
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

３

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
は
、
岐
阜
県
郡
上
市
白
鳥
町
為
真
地
区(

以
下｢

本
地
区｣

と
い
う
。)

に
公
園
を

整
備
し
、
す
ぐ
れ
た
自
然
環
境
・
景
観
を
保
全
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
利
用
促
進
を
図
り
、
親
し

め
る
居
住
環
境
を
つ
く
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
地
区
は
古
く
か
ら
郡
上
市
北
部
の
中
心
市
街
地
と
な
っ
て
お
り
、
商
業
の
中
心
地
と
し
て
買

い
物
客
や
学
生
等
が
集
ま
る
地
区
で
あ
る
。
ま
た
、
東
海
北
陸
自
動
車
道
、
中
部
縦
貫
自
動
車
道

が
整
備
さ
れ
、
各
地
か
ら
郡
上
市
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
充
実
し
た
こ
と
に
よ
り
、
本
地
区
へ
の
来
訪

者
の
増
加
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
中
心
市
街
地
と
し
て
の
混
雑
及
び
来
訪
者
の
増
加

へ
の
対
応
が
急
が
れ
て
い
る
。
郡
上
市
で
は
、
総
合
計
画
に
基
づ
き
、
景
観
を
大
切
に
し
た
ま
と

ま
り
の
あ
る
市
街
地
の
形
成
を
進
め
て
お
り
、
本
件
事
業
は
、
そ
の
主
要
事
業
と
し
て
、
住
み
よ

い
活
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
件
事
業
に
よ
っ
て
公
園
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
歩
行
者
と
車
両
が
安
心
し
て
通
行
で

き
る
調
和
の
と
れ
た
地
域
の
活
性
化
に
寄
与
し
、
本
地
区
住
民
や
来
訪
者
が
河
川
沿
い
で
の
散
策

を
通
じ
て
憩
い
、
語
ら
う
こ
と
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
成
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
件

事
業
の
計
画
の
妥
当
性
と
事
業
の
効
果
と
を
考
慮
す
る
と
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る

公
共
の
利
益
は
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
、
本
件
事
業
の
起
業
地(

以
下｢

本
件
起
業
地｣

と
い
う
。)

に
周
知
の
埋
蔵
文
化
財
や
希
少
な
動
植
物
の
存
在
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
騒

音
等
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
は
認
め
ら
れ
な
い
た
め
、
失
わ
れ
る
利
益
は
小
さ
い
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
本
件
起
業
地
は
、
社
会
的
条
件
、
地
理
的
条
件
及
び
経
済
的
条
件
を
も
と
に
し
て
選
定

し
た
三
案
を
比
較
検
討
し
た
結
果
、
こ
れ
ら
の
条
件
を
満
た
す
も
の
と
し
て
選
定
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。

さ
ら
に
、
本
件
事
業
は
、
公
園
整
備
の
た
め
必
要
な
最
低
限
の
広
場
や
歩
道
を
整
備
す
る
も
の

で
あ
り
、
本
件
起
業
地
は
、
必
要
最
小
限
の
範
囲
と
認
め
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
は
、
土
地
の
適
正
か
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る
も
の
と
認

め
ら
れ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
三
号
に
規
定
す
る
要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

４

法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
に
よ
り
、
歩
行
者
と
車
両
が
輻
輳
す
る
交
通
状
況
等
が
改
善
さ
れ
る
こ
と
や
、
買
い

物
客
等
の
休
息
場
所
や
本
地
区
の
幼
児
、
児
童
の
遊
び
場
所
の
確
保
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
に
加
え
、

住
民
か
ら
本
件
事
業
実
施
の
要
望
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
か
ら
早
急
に
施
行
さ
れ
る
べ
き
事
業

と
認
め
ら
れ
、
土
地
を
収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
た
め
、
法
第
二
十

条
第
四
号
に
規
定
す
る
要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

５

結
論

１
か
ら
４
ま
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
充
足

す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
本
件
事
業
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
認

定
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

五

法
第
二
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

郡
上
市
役
所
建
設
部
都
市
住
宅
課

岐
阜
県
告
示
第
百
二
十
二
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
揖
斐
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
二
十
三
号

都
市
計
画
法(
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
岐
阜
都
市
計
画

下
水
道
事
業
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。
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小
坂
第
一
地
区

施
行
に
係
る
地
区
名

下
呂
市
小
坂
振
興
事
務
所

前
掲
示
場

縦

覧

場

所

平
成
二
一
・

三
・

三
か
ら

同

四
・

一
ま
で

縦

覧

期

間

平
成
二
十
一
年
三
月
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

施
行
者
の
名
称

岐
阜
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

岐
阜
都
市
計
画
下
水
道
事
業

岐
阜
市
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
五
十
九
年
三
月
二
十
七
日
か
ら

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

事
業
地
を
表
示
す
る
図
面
に
お
い
て
表
示
す
る
。

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
二
月
五
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ま
ち
の
家
赤
坂
宿

三

代

表

者

の

氏

名

杉
浦

美
和

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
大
垣
市
赤
坂
新
町
四
丁
目
二
六
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
で
生
活
す
る
人
々
に
対
し
て
、
世
代
の
枠

を
超
え
た
地
域
の
つ
な
が
り
の
場
づ
く
り
と
、
自
立
し
た
健
康
意

識
の
改
善
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
地
域
全
体
の
健
康
増
進
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
二
月
十
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
グ
リ
ー
ン
・
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
政
策
研

究
会

三

代

表

者

の

氏

名

堀

正
之

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
高
山
市
江
名
子
町
一
七
六
〇
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
環
境
保
全
を
図
る
活
動
、
環
境
問
題
や
国
が
推

進
す
る
、
Ｃ
Ｏ
２
削
減
に
対
す
る
情
報
収
集
の
活
動
、
消
費
者
保

護
を
図
る
活
動
、
省
エ
ネ
、
省
資
源
、
県
民
に
お
い
て
知
識
、
情

報
の
提
供
及
び
、
省
資
源
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
事
業
計
画
書
の

写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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県
営
基
幹
排
水
対
策
特
別

事
業

県
営
中
山
間
地
域
農
村
活

性
化
総
合
整
備
事
業

事

業

の

種

類

加

賀

野

井

地

区

揖
斐
西
部
地
区
森
山
工
区

揖
斐
西
部
地
区
坂
本
東
工
区

揖
斐
西
部
地
区
中
島
工
区

揖
斐
西
部
地
区
奥
原
工
区

揖
斐
西
部
地
区
上
ヶ
野
工
区

揖
斐
西
部
地
区
三
倉
工
区

揖
斐
西
部
地
区
大
門
工
区

揖
斐
西
部
地
区
東
桐
野
工
区

施
行
に
係
る
地
区
名

平
成

五
・

三
・
一
〇

平
成
一
九
・
一
一
・
三
〇

平
成
一
七
・

三
・
一
八

平
成
一
九
・
一
一
・
三
〇

平
成
一
九
・
一
一
・
三
〇

平
成
一
六
・

三
・
二
五

平
成
一
七
・

三
・
一
八

平
成
一
六
・

三
・
二
五

平
成
一
四
・

一
・
二
〇

工
事
完
了
年
月
日

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九

十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
平
成
二
十
一
年
二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
の
実
施

建
築
士
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号)

第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
一
年
二
級

建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
の
で
、
岐
阜
県
建
築
士
法
施
行
細
則

(

昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
五
十
七
号)

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
ま
す
。

な
お
、
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
は
、
建
築
士
法
第
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
岐
阜

県
指
定
試
験
機
関
で
あ
る
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
が
行
い
ま
す
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

期
日
及
び
時
間

１

二
級
建
築
士
試
験

学
科
の
試
験

平
成
二
十
一
年
七
月
五
日(

日)

午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
十
分
ま
で

設
計
製
図
の
試
験

平
成
二
十
一
年
九
月
十
三
日(

日)

午
前
十
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
ま
で

２

木
造
建
築
士
試
験

学
科
の
試
験

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
六
日(

日)

午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
十
分
ま
で

設
計
製
図
の
試
験

平
成
二
十
一
年
十
月
十
一
日(

日)

午
前
十
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
ま
で

二

試
験
地

１

学
科
の
試
験

岐
阜
市
柳
戸
一
番
一

岐
阜
大
学

２

設
計
製
図
の
試
験

岐
阜
市
柳
戸
一
番
一

岐
阜
大
学

三

受
験
申
込
手
続

１

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
六
年
以
降
に
二
級
建
築
士
試
験
又

は
木
造
建
築
士
試
験
の
受
験
申
込
を
し
た
者
の
う
ち
、
試
験
申
込
に
必
要
な
個
人
情
報
の
使
用
に

つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
承
諾
し
て
い
る
も
の
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

イ

受
験
申
込
受
付
期
間
及
び
受
付
時
間

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日(

水)

か
ら
四
月
七
日(

火)

ま
で

受
付
開
始
日
の
午
前
十
時
か
ら
受
付
最
終
日
の
午
後
四
時
ま
で

ロ

受
験
申
込
方
法

財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ(http://w

w
w
.jaeic.jp/)

に

お
い
て
、
必
要
な
事
項
を
入
力
し
て
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

２

受
付
場
所
に
よ
る
受
験
申
込
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イ

受
験
申
込
受
付
期
間
、
受
付
時
間
及
び
受
付
場
所

平
成
二
十
一
年
四
月
十
三
日(

月)

か
ら
四
月
十
七
日(

金)

ま
で

午
前
十
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

岐
阜
市
薮
田
東
一
丁
目
二
番
二
号

サ
ン
レ
イ
ラ
岐
阜

ロ

受
験
申
込
方
法

受
験
申
込
書
は
、
三
の
２
の
イ
の
受
付
場
所
に
申
込
者
本
人
が
直
接
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

た
だ
し
、
遠
隔
地
で
直
接
申
込
み
が
で
き
な
い
な
ど
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
で
、
勤

務
先
の
証
明
書
又
は
住
民
票
が
添
付
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
り
、
郵
送
を
認
め
ま
す
。
郵
送
の

場
合
は
、
申
込
受
付
最
終
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
で
、
所
要
の
郵
便
切
手
を
は
っ
た
あ
て

先
明
記
の
受
験
票
返
送
用
封
筒
を
同
封
し
、
必
ず
書
留
速
達
と
し
、
左
記
へ
送
付
し
て
く
だ
さ

い
。〒

五
〇
〇
―
八
七
〇
八

岐
阜
市
司
町
一

岐
阜
総
合
庁
舎
内

社
団
法
人
岐
阜
県
建
築
士
会

３

学
科
試
験
の
免
除

平
成
十
九
年
又
は
平
成
二
十
年
に
実
施
し
た
二
級
建
築
士
試
験
又
は
木
造
建
築
士
試
験
に
お
い

て
学
科
試
験
に
合
格
し
た
者
は
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
合
格
し
た
試
験
に
係
る
本
年
の
学
科
試
験

を
免
除
し
ま
す
。

四

合
格
者
の
発
表

平
成
二
十
一
年
十
二
月
三
日(

木)

の
予
定

な
お
学
科
の
試
験
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
二
級
建
築
士
は
平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
五
日(

火)

木
造
建
築
士
は
平
成
二
十
一
年
九
月
八
日(

火)

の
発
表
の
予
定

五

そ
の
他

１

設
計
製
図
の
試
験
の
課
題
は
、
平
成
二
十
一
年
六
月
十
日(

水)

頃
か
ら
財
団
法
人
建
築
技
術

教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
東
海
北
陸
支
部
及
び
社
団
法
人
岐
阜
県
建
築
士
会
の
事
務
所
に
掲
示
す
る
と

と
も
に
、
学
科
の
試
験
の
試
験
場
に
掲
示
し
ま
す
。

２

受
験
に
際
し
、
身
体
に
障
害
が
あ
る
た
め
何
ら
か
の
措
置
を
希
望
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
受

験
申
込
時
に
そ
の
旨
を
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

３

こ
の
試
験
の
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー(

電
話
番

号
〇
三
―
五
五
二
四
―
三
一
〇
五)

又
は
社
団
法
人
岐
阜
県
建
築
士
会(

電
話
番
号
〇
五
八
―
二

六
六
―
五
七
八
六)

に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。
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平
成
二
十
一
年
三
月
三
日
印
刷

平
成
二
十
一
年
三
月
三
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社

定
価
一
か
年
四
八
、
〇
〇
〇
円(

送
料
共)

(

消
費
税
二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


